
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」におけ

る健全化判断比率及び資金不足比率の公表について

山形県金山町

I.監査委員の審査及び議会への報告について

各指標の算定につきましては、総務省から示された令和元年度決算における算定方

法及び算定様式に基づき比率を算出し、算定の基礎事項を記載した書類について監査

委員から審査していただき、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成 19年
6月 22日 法律第94号)第 3条第 1項により、監査委員の意見を付して9月 4日 に

議会へ報告いたしました。

Ⅱ.令和元年度決算における健全化比率、資金不足比率について

健全化判断比率 【()は早期健全化基準比率】

①実質赤字比率   実質赤字なし (15.0%)
②連結実質赤字比率 実質赤字なし (20.0%)
③実質公債費比率    9.9% (25.0%)前 年度対比+
④将来負担比率    57.5%(350。 O%)前年度対比+

資金不足比率 【早期健全化基準比率20%】

①水道事業会計         資金不足なし

②公共下水道事業特別会計    資金不足なし

③農業集落排水事業特別会計   資金不足なし

Ⅲ.監査委員の意見

別紙意見書のとお り
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令和 2年 8月 26

金山町長 佐 藤 英 司 殿

金山町監査委員 丹 洋 0
金山町監査委員 栗 田 保

令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に伴う
審査意見について

'            ・

このことについて、別紙のとお り提出します。

星(曇ン
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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書

1.審査の根拠

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成 19年 6月 22日 法律第9

4号)第 3条第 1項により、次のとおり意見を提出する。

2.審査の概要

健全化判断比率の審査は、 7月 16日 に提出された令和元年度決算におけ

る健全化比率、資金不足比率についての基礎事項を記載した書類が適正であ

るかを主眼として実施した。

3.審査の結果

令和元年度決算における健全化比率、資金不足比率の算定については、「地

方公共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断比率を算定す

るための様式に関する記載要領に基づき審査したところ、適切に漏れなく算

定されていると認められる。

4.個別意見

(1)健 全化判断比率について
「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」については、対象となる全ての

会計で実質収支の黒字や剰余額があり「実質赤字なし」となっている。

算定内容を分析した結果、「実質公債費比率」が上昇した要因は、主に貸

工場や認定こども園建設事業の過疎債償還が始まったことによる公債費の

増加となっている。加えて、「将来負担比率」は退職手当負担見込額の増加

等により昨年度より増加しているが、現在は副町長の配置がないことから、

退職手当負担見込額に係る算定部分は来年度以降低下するものと見込まれ

る。

令和元年度決算ベースでは各比率とも基準内であり問題はないが、昨年

度は小雪やコロナ感染症の影響による事業費の減少という特殊要因も基金

残高の回復に影響したと考えられる。将来負担軽減を見据えた財政運営に

おいては、災害等の有事に対する十分な緊急対応や福祉行政サービスの安

定供給が損なわれることのないよう、基金残高の回復や歳入規模に適した

経常経費の見直しを早急に実施し、実質赤字比率が発生しないよう財政健

全化に努めていただきたい。

-3-



(2)資金不足比率につぃて

適用 となる公営企業は、上水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水

事業の 3事業であるが、全ての会計で繰越金や内部留保資金等の剰余額を

有 していることから「資金不足なし」となっている。

(3)全体として

新型コロナウィルス感染症の影響により、世界経済が混沌としている中、

政府は国民生活を守るため、多額の国費を費やし、大型補正予算を編成し、

国、県、地方公共団体が連携しながら、コロナ感染症姑策を強固に実施し

ている。一方で、国の財政状況の悪化も加速していることから、今後の地

方公共団体への支援にも多大な影響が生じることが予測される。

当町においては、過疎債による大規模な施設整備などにより地方債残高

が増加 し、公債費は全会計で 6走 7億円程度の高い水準で推移するため、前

述のとおり、その財源確保のためにも、第一に歳入規模に適した行政サー

ビスについて慎重に見直しを要するものと考えますと

さらに、事業見直しの考え方としては、その進捗状況について積極的に

町民に情報を提供し透明性を確保することに加え、一方的なサービスの縮

小だけでなく、人口等の動向を客観的な根拠とし、現在だけでなく今後見

込まれる将来のニーズを捉え、人口減少を強く認識し、総体的な町民サー

ビスの向上が図られる事業を実施していただきたい。
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将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率実質赤字比率

早期健全化基準

財政再生基準

市区町村名都道府県名

5.町村

うち臨時財政対策債

健全化判断比率の状況 (令和元年度決算)

コード
公共団体

63614

(千円)

2,483,889

Ver,01.Oo

Ｉ
頓
１

↑※必ず選択して下さい。
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総括表② Vol.0100

※ 実質収支又 質収支が黒字である場合、
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(分母比)

179

1000

※

千

(分母比)

12.5

Ｉ
６
１

12.5

1000

※

0.3

1.2

0.1

資金不足・剰余審

88,007

4,086

1,422

,

計  名

水道事業会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

島)

。/6)

宅

地

造

成

事

業

以

外

宅

地

造

成

事

業

宅

地

造

成

事

業

以
外

宅

地

造

成

事

業

法

適

用

企

業

法

非

適

用

企

業

「実質赤字比率 )」 又は「連結実質赤字比率 (%)」 は負の値で表示されます。
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①
密度補正により
基準財政需要額
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利償還金及び準
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し、④～⑦に係
るものは、地方
債の元利償還額
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入されたものに
限る)
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総括表④ 団体名 山形県金山町

将来負担比率 (%)
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充当可能財源等 B A― B

算入公債費等の額 D
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